
（今回の審査請求の概要）

審査請求人 申請年月日 指定疾病の 原処分年月日 審査請求年月日 審査請求の 裁決及び理由 備 考
区分 趣旨

認定申請者は、審査請求人原処分を取り消す
１ 埼玉県鳩ヶ谷市 平１９．４．２７ 中皮腫 平１９．１１．２ 平１９.１２.７ 認定 本件は、医学的には中 の夫

５８歳の女性 皮腫と確定診断できな
いが、主治医の診断も 昭和２７年出生
加えて考察すれば、中
皮腫の可能性が十分認 教員として石綿が使用され
められる場合に該当 た校舎に勤務
し、このような場合、
法の趣旨に鑑みれば、 認定申請後の平成１９年
中皮腫にかかっていた ５月に死亡したので、同月
として、認定すべきと 審査請求人が決定申請
考える。

裁決の詳細は、別添№１を
参照

審査請求人は、昭和１３年棄却
２ 新潟県新潟市 平１９．７．３１ 肺がん 平２０.４．２４ 平２０．５．２６ 認定 当審査会における画像 新潟市で出生

７２歳の男性 所見等の検討の結果、
石綿起因性を認めるこ 昭和３８年から同５８年ま
とはできなかった。ま でディーゼルエンジンの調
た、請求人が主張する 整作業に従事
肺がんへの石綿ばく露
程度を考慮した一部認
定については、その寄
与の程度を判断するこ
とが困難であり、採用
できない。

施行前死亡者は、審査請求棄却
３ 三重県度会郡在住 平１９.１１.１１ 中皮腫 平２０.５.２２ 平２０．６．２５ 特別遺族弔 当審査会における画像 人の夫

７０歳の女性 慰金及び特 等の資料の検討の結
別葬祭料の 果、結核由来の胸膜病 昭和１０年出生
支給 変は認められるが、中

皮腫を示唆する所見は 浄化槽・プラスチック製品
認めらないので、原処 製造に従事
分は相当であり、これ
を取り消す理由はな 死亡年月は平成１４年１１
い。 月（享年６７歳）



審査請求人 申請年月日 指定疾病の 原処分年月日 審査請求年月日 審査請求の 裁決及び理由 備 考
区分 趣旨

認定申請者は、審査請求人原処分を取り消す
４ 千葉県柏市在住 平２０．３.１０ 中皮腫 平２０．９.１０ 平２０．９.２９ 認定 当審査会による画像及 の夫

６８歳の女性 び病理所見を検討した
結果、医学的には腹膜 昭和１２年、千葉県で出生
中皮腫と確定的に診断
することはできない 昭和３６年から同４８年ま
が、腹膜中皮腫である で配管・断熱、ボイラー修
可能性が高いと認めら 理作業に従事
れた。このような場
合、法の趣旨に鑑み、 認定申請後の平成２０年
法第２条第１項にいう ７月に死亡したので、同年
中皮腫に該当するとし ８月審査請求人が決定申請
て認定すべきである。

裁決の詳細は、別添№２を
参照

施行前死亡者は、審査請棄却
５ 滋賀県野洲市在住 平１９．５.２３ 肺がん 平２０．８.２１ 平２０．１０.７ 特別遺族弔 当審査会における画像 求人の夫

７２歳の女性 慰金及び特 等医学的資料の検討の
別葬祭料の 結果、肺がんを示唆す 昭和７年、東京市渋谷区で
支給 る所見は認められず、 出生

肺がんを罹患していた
とは認められなかっ 昭和２９年から平成７年ま
た。 でガラス製品製造に関わる
なお、施行前死亡者が 作業に従事
石綿にばく露していた
ことは、胸膜プラーク 死亡年月は、平成１７年
が認められることか ９月
ら、明らかであるが、 （享年７２歳）
前記のとおり、指定疾
病にかかっていたとま
では認められず、救済
要件を満たしていな
い。



審査請求人 申請年月日 指定疾病の 原処分年月日 審査請求年月日 審査請求の 裁決及び理由 備 考
区分 趣旨

却下
６ 広島県福山市在住 平２１．３．２７ 中皮腫 平２１．９．１０ 平２２．６. １７ 特別遺族弔 本件審査請求は、審査 請求人が当初郵送したとす

６９歳の女性 （受理日） 慰金及び特 請求期間（６０日）を る審査請求書が当審査会に
別葬祭料の 徒過している。 不到達となったが、その理
支給 徒過した理由は不明で 由は不明

「やむを得ない理由」
があったものとは認め
ることができない。


